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件  名                                  頁 

 

 

１ 第１５号議案  足立区特別区税条例の一部を改正する条例 ・・・・・・・ ２ 

 

２ 第１６号議案  足立区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正 

する条例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

 

３ 第１７号議案  東京都後期高齢者医療広域連合の規約変更について ・・・ ７ 

 

４ 第１８号議案  足立区の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について ・・ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

（区 民 部） 



第１５号議案説明資料 

令和８年２月２６日 

件   名 足立区特別区税条例の一部を改正する条例 

所管部課名 区民部課税課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公示送達（※）について、インターネットによる閲覧等を可能とし、いつで

もどこでも必要な情報を確認できるようにする目的で、地方税法等の一部改正

が行われたため、足立区特別区税条例の一部を改正する。 

 

※ 公示送達とは、納税通知書等の書類の送達先が不明な場合又は外国など送

達に困難な事情がある場合に、送達すべき書類を保管しいつでも交付する旨

を掲示場に掲示し、７日経過後に送達があったものとみなす方法である。 

 

１ 改正内容（詳細は、別紙・新旧対照表のとおり） 

（１）インターネットを通じた公示送達 

 公示事項を不特定多数の者が閲覧できる状態にする措置として、インタ 

ーネット（区ホームページ内に新設する、全庁の公示送達等をまとめた専 

用ページ）を通じて閲覧できる方法を追加する。 

（２）デジタルと従来手法の併用 

 利用者の利便性の観点から、従来の区役所の門前掲示場に掲示する方法 

に加え、区役所窓口での電子計算機（パソコン画面等）による閲覧を可能 

とする。 

 

 

 

２ 施行年月日 

（１）地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第 

１２号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

（２）改正法の施行日は未定であるが、遅くとも令和８年６月３０日の施行を 

 国が予定しており、施行日以後に初めて行う公示送達の日から運用を開始 

 する。 
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足立区特別区税条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

 

改正前 改正後 

○足立区特別区税条例 ○足立区特別区税条例 

昭和39年12月25日条例第59号 昭和39年12月25日条例第59号

第１条～第５条の６ （省略） 

（公示送達） 

第１条～第５条の６ （現行のとおり） 

（公示送達） 

第６条 法第20条の２の規定による公示送達は、             

                                  

                                  

                                  

                       足立区公告式条例（昭 

和25年８月足立区条例第４号）第２条に規定する掲示場に掲示して行なう 

                                  

                           ものとする。 

第６条 法第20条の２の規定による公示送達は、公示事項（同条第２項に規

定する公示事項をいう。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則

（昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。）第１条の８第１

項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置

く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を足立区公告式条例（昭

和25年８月足立区条例第４号）第２条に規定する掲示場に掲示し、又は公

示事項を区の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧

をすることができる状態に置く措置をとることによってするものとする。 

第７条～第14条 （省略） 

（所得割の課税標準） 

第７条～第14条 （現行のとおり） 

（所得割の課税標準） 

第15条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退

職所得金額及び山林所得金額とする。 

第15条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退

職所得金額及び山林所得金額とする。 

２ 前項の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額は、法またはこれ

に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法（昭

和40年法律第33号）その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第

22条第２項または第３項の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額

の計算の例によつて算定する。ただし、同法第60条の２から第60条の４ま

での規定の例によらないものとする。 

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基

づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法（昭和40

年法律第33号）その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条

第２項又は第３項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の

例によって算定する。ただし、同法第60条の２から第60条の４までの規定

の例によらないものとする。 

３ 法第23条第１項第15号に規定する特定配当等（以下この項及び次項並び

に第20条の２において「特定配当等」という。）に係る所得を有する者に

係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

３ 法第23条第１項第15号に規定する特定配当等（以下この項及び次項並び

に第20条の２において「特定配当等」という。）に係る所得を有する者に

係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第24条第１項に規定する確定申告４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第24条第１項に規定する確定申告

別紙 
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改正前 改正後 

書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他地方税法施行規則

（昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。）に定める事項の

記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用し

ない。 

書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則      

                          に定める事項の

記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用し

ない。 

５ 法第23条第１項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額（以下この項

及び次項並びに第20条の２において「特定株式等譲渡所得金額」という。）

に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額

に係る所得の金額を除外して算定する。 

５ 法第23条第１項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額（以下この項

及び次項並びに第20条の２において「特定株式等譲渡所得金額」という。）

に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額

に係る所得の金額を除外して算定する。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第24条第１項に規定する確定申告

書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規

則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る

所得の金額については、適用しない。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第24条第１項に規定する確定申告

書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規

則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る

所得の金額については、適用しない。 

第16条～第66条 （省略） 

 

 

第16条～第66条 （現行のとおり） 

付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１

号）附則第１条第12号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

（公示送達に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の足立区特別区税条例第６条の規定は、この

条例の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送

達については、なお従前の例による。 
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第１６号議案説明資料 

令和８年２月２６日 

件   名 足立区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 区民部高齢医療・年金課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公示送達（※）について、インターネットによる閲覧等を可能とし、いつで

もどこでも必要な情報を確認できるようにする目的で、地方税法等の一部改正

が行われたため、足立区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する。 

 

※ 公示送達とは、後期高齢者医療保険料通知書等の書類の送達先が不明な場

合又は外国など送達に困難な事情がある場合に、送達すべき書類を保管しい

つでも交付する旨を掲示場に掲示し、７日経過後に送達があったものとみな

す方法である。 

 

１ 改正内容（詳細は、別紙・新旧対照表のとおり） 

（１）インターネットを通じた公示送達 

 公示事項を不特定多数の者が閲覧できる状態にする措置として、インタ 

ーネット（区ホームページ内に新設する、全庁の公示送達等をまとめた専 

用ページ）を通じて閲覧できる方法を追加する。 

（２）デジタルと従来手法の併用 

 利用者の利便性の観点から、従来の区役所の門前掲示場に掲示する方法 

に加え、区役所窓口での電子計算機（パソコン画面等）による閲覧を可能 

とする。 

 

２ 施行年月日 

（１）地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第

１２号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

（２）改正法の施行日は未定であるが、遅くとも令和８年６月３０日の施行を 

 国が予定しており、施行日以後に初めて行う公示送達の日から運用を開始 

 する。 
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足立区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

 

改正前 改正後 

○足立区後期高齢者医療に関する条例 ○足立区後期高齢者医療に関する条例 

平成20年3月28日条例第13号 平成20年3月28日条例第13号

第１条～第６条の３ （省略） 

（公示送達） 

第１条～第６条の３ （現行のとおり） 

（公示送達） 

第７条 法第112条の規定において準用する地方税法（昭和25年法律第226号）

第20条の２の規定による公示送達は、                                             

                                  

                                  

                       足立区公告式条例（昭 

和25年８月足立区条例第４号）第２条に規定する掲示場に掲示して行なう 

                                  

                           ものとする。 

第７条 法第112条の規定において準用する地方税法（昭和25年法律第226号）

第20条の２の規定による公示送達は、公示事項（同条第２項に規定する公

示事項をいう。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和29

年総理府令第23号）第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数の

者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記

載された書面を足立区公告式条例（昭和25年８月足立区条例第４号）第２

条に規定する掲示場に掲示し、又は公示事項を区の事務所に設置した電子

計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置

をとることによってするものとする。 

第８条～第11条 （省略） 第８条～第11条 （現行のとおり） 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）

附則第１条第12号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の足立区後期高齢者医療に関する条例の規定は、

この条例の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公

示送達については、なお従前の例による。 

 

 
 

 

別紙 
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第１７号議案説明資料 

  令和８年２月２６日 

件   名 東京都後期高齢者医療広域連合の規約変更について 

所管部課名 区民部高齢医療・年金課 

内   容 

１ 規約変更の理由 

令和６・７年度に引き続き、保険料軽減に係る経費を各区市町村が負 

担金として支出することに伴い、東京都後期高齢者医療広域連合規約の 

支出期間に係る規定を変更する必要があるため。 

 

２ 規約変更の内容 

負担金について、次の項目の負担割合を令和８・９年度の２年間の時限 

措置として、規約附則に規定する。 

 
 
 
 
 

 
 

※１ 保険料軽減のために一般会計で賄う割合 
※２ 東京都国民健康保険団体連合会に対するレセプトの審査及び医 

療給付費の支払事務の委託に係る費用 

なお、上記の措置により、措置を講じない場合に比べ、年間５.５億 

円程度の負担増となる見込み。 

【軽減対策を実施すると仮定した場合の当初予算額（案）】 

 

項  目 負担割合※１ 
審査支払手数料※２相当額 １００パーセント 
財政安定化基金拠出金相当額 １００パーセント 
保険料未収金補塡分相当額 １００パーセント 
保険料所得割額減額分相当額 １００パーセント 
葬祭費相当額 １００パーセント 

項  目 
令和７年度 

当初予算額 

令和８年度 

当初予算額 

（案） 

差 額 

審査支払手数料相当額 204,707千円 202,607千円 △2,100千円 

財政安定化基金拠出金相当額 0円 0円 0円 

保険料未収金補塡分相当額 52,844千円 54,234千円 1,390千円 

保険料所得割額減額分相当額 15,362千円 16,178千円 816千円 

葬祭費相当額 275,470千円 281,090千円 5,620千円 

合  計 548,383千円 554,109千円 5,726千円 
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【軽減対策実施の可否による保険料の比較】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 新旧対照表 

別紙参照 

 

４ 規約変更時期 

令和８年４月１日 

 

５ 今後の方針 

本議案が可決された際には、各区市町村で協議を行い、東京都知事へ 

届出を行う。 

 

令和６・７年度
（現行）

令和８・９年度
（基金等を活用）
（軽減対策なし）

令和８・９年度
（基金等を活用）
（軽減対策あり）

111,356円
133,110円

(21,754円増)
127,400円

(16,044円増)

令和６・７年度
（現行）

令和８・９年度
（基金等を活用）
（軽減対策なし）

令和８・９年度
（基金等を活用）
（軽減対策あり）

医療分 47,300円
55,700円

(8,400円増)
53,300円

(6,000円増)

子ども・子育て支援分
1,300円

（1,300円増）
1,300円

(1,300円増)

医療分 9.67%
10.48%

(0.81pt増)
9.88%

(0.21pt増)

子ども・子育て支援分
0.26%

(0.26pt増)
0.26%

（0.26pt増）

111,356円
133,110円

（21,754円増）
127,400円

(16,044円増)

均等割額

一人当たり平均保険料額

所得割率

一人当たり平均保険料額

年度

項目
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東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

第１条～第１９条 （略） 

 

附 則 

 

１～４ （略） 

 

５ 令和６年度分及び令和７年度分の第１８条第１項第１号に規定する関

係区市町村の負担金の額については、別表第２中 

「３ 保険料その他の納付金（高齢者医療確保法第１０５条の規定に

より区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。） 

項目 負担割合 

高齢者医療確保法第９９条第１項及

び第２項の規定による繰入金並びに

保険料その他高齢者医療確保法第４

章の規定による徴収金（区、市、町及

び村が徴収するものに限る。） 

１００パーセント 

備考 

１ 高齢者人口割については、前年度の１月１日現在の住民基本

台帳（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第６条第１

項の住民基本台帳をいう。以下同じ。）に基づく満７５歳以上

の人口による。 

２ 人口割については、前年度の１月１日現在の住民基本台帳に

基づく人口による。」 

とあるのは、 

「３ 保険料その他の納付金（高齢者医療確保法第１０５条の規定に

より区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。） 

項目 負担割合 

高齢者医療確保法第９９条第１項及 

び第２項の規定による繰入金並びに 

１００パーセント 

 

第１条～第１９条 （略） 

 

附 則 

 

１～４ （略） 

 

５ 令和８年度分及び令和９年度分の第１８条第１項第１号に規定する関

係区市町村の負担金の額については、別表第２中 

「３ 保険料その他の納付金（高齢者医療確保法第１０５条の規定に

より区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。） 

項目 負担割合 

高齢者医療確保法第９９条第１項及

び第２項の規定による繰入金並びに

保険料その他高齢者医療確保法第４

章の規定による徴収金（区、市、町及

び村が徴収するものに限る。） 

１００パーセント 

備考 

１ 高齢者人口割については、前年度の１月１日現在の住民基本

台帳（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第６条第１

項の住民基本台帳をいう。以下同じ。）に基づく満７５歳以上

の人口による。 

２ 人口割については、前年度の１月１日現在の住民基本台帳に

基づく人口による。」 

とあるのは、 

「３ 保険料その他の納付金（高齢者医療確保法第１０５条の規定に

より区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。） 

項目 負担割合 

高齢者医療確保法第９９条第１項及 

び第２項の規定による繰入金並びに 

１００パーセント 

 

 

別 紙 
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改正前 改正後 

保険料その他高齢者医療確保法第４

章の規定による徴収金（区、市、町及

び村が徴収するものに限る。） 

 

４ 関係区市町村の一般会計から保険料の軽減のために負担を求め

る経費 

項目 負担割合 

審査支払手数料相当額 １００パーセント 

財政安定化基金拠出金相当額 １００パーセント 

保険料未収金補塡分相当額 １００パーセント 

保険料所得割額減額分相当額 １００パーセント 

葬祭費相当額 １００パーセント 

備考 

１ 高齢者人口割については、前年度の１月１日現在の住民基本

台帳（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第６条第１

項の住民基本台帳をいう。以下同じ。）に基づく満７５歳以上

の人口による。 

２ 人口割については、前年度の１月１日現在の住民基本台帳に

基づく人口による。 

３ 財政安定化基金拠出金相当額については、前期高齢者交付金

及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令（平成

１９年政令第３２５号）第１９条第１項に規定する都道府県の

条例で定める割合を、令和６年４月１日現在の東京都の条例で

定める割合で算定された額とする。」 

とする。 

 

 

 

 

保険料その他高齢者医療確保法第４

章の規定による徴収金（区、市、町及

び村が徴収するものに限る。） 

 

４ 関係区市町村の一般会計から保険料の軽減のために負担を求め

る経費 

項目 負担割合 

審査支払手数料相当額 １００パーセント 

財政安定化基金拠出金相当額 １００パーセント 

保険料未収金補塡分相当額 １００パーセント 

保険料所得割額減額分相当額 １００パーセント 

葬祭費相当額 １００パーセント 

備考 

１ 高齢者人口割については、前年度の１月１日現在の住民基本

台帳（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第６条第１

項の住民基本台帳をいう。以下同じ。）に基づく満７５歳以上

の人口による。 

２ 人口割については、前年度の１月１日現在の住民基本台帳に

基づく人口による。 

３ 財政安定化基金拠出金相当額については、前期高齢者交付金

及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令（平成

１９年政令第３２５号）第１９条第１項に規定する都道府県の

条例で定める割合を、令和８年４月１日現在の東京都の条例で

定める割合で算定された額とする。」 

とする。 

 

附 則（令和８年３月３１日東京都知事届出） 

 

（施行期日） 

１ この規約は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１・別表第２ （略） 

２ この規約による変更後の東京都後期高齢者医療広域連合規約（以下

「変更後の規約」という。）附則第５項の規定は、令和８年度分以降の

変更後の規約第１８条第１項第１号に規定する関係区市町村の負担金

（以下単に「関係区市町村の負担金」という。）について適用し、令和

７年度分以前の関係区市町村の負担金については、なお従前の例によ

る。 

 

別表第１・別表第２ （略） 
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第１８号議案説明資料 
 

令和８年２月２６日 

件   名 足立区の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について 

所管部課名 区民部戸籍住民課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内   容 

 

 

 

 

 

 

 

１ 概要 

  マイナンバーカード発行から５年経過後に電子証明書の更新が必要と

なる。 

引き続き、多くの更新対象者が発生しており、窓口の混雑緩和及び区民

の利便性の向上のため、令和７年度と同様に当該更新事務を区内３郵便局

に委託する。 

なお、委託するにあたり、地方公共団体の特定の事務の郵便局における

取扱いに関する法律（平成１３年法律第１２０号）第３条第１項の規定に

基づき、足立区の特定の事務を取り扱う郵便局を以下のとおり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 取り扱う事務種別（上記法律の「各号で規定する事務」） 

（１）電子証明書の発行及び更新 

（２）暗証番号の初期化及び再設定 

（３）新規 券面記載事項変更 ※上記（１）（２）に伴う申出者のみ 

 

３ 指定する郵便局 

Ｎｏ 局 名 所 在 地 

1 足立郵便局 東京都足立区千住曙町４２番４号 

2 足立北郵便局 東京都足立区竹の塚三丁目９番２０号 

3 足立西郵便局 東京都足立区西新井本町四丁目４番３０号 

 

〇地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律【抜粋】 

（郵便局の指定等） 

第三条 地方公共団体は、前条各号に掲げる事務を郵便局において取り扱

わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するもの

とする。 

３ 地方公共団体は、前項の規定による協議が調い、第一項の規定により郵

便局を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の

議決を経なければならない。 
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４ 指定期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間（２回目） 

※ 前回は、令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 件数見込み 

  年間７，２００件（１０件／日×２４０日×３局） 

（参考）令和７年度実績（４月～１２月） ３，１８７件 

 

６ 令和８年度当初予算計上額 

  委託料 １３，５９１千円（予定） 

（１）１件あたりの事務手数料（主なもの） 

  ア 電子証明書を更新する場合        ９７０円 

  イ 更新時に暗証番号を忘れていた場合  １，３８０円 

  ウ 電子証明書更新時の券面記載事項変更   ８９０円 

   ※ 単価契約となり、国が事務種別ごとの基準額を設定 

 

７ 今後の方針 

（１）区ホームページやあだち広報で広く周知するとともに、足立区が設置

しているマイナンバーカードコールセンターにおいて案内する。 

（２）令和９年度の郵便局指定継続については、令和８年度の委託実績をも

とに検討する。 
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